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1. 水道料金について 

（１）水道料金とは 

 水道料金は水道事業者が提供する給水サービスの対価として、使用者から徴

収するものであり、地方公営企業法第 21 条第 2 項では「公正妥当なものでな

ければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方

公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない」とさ

れています。 

 

（２）独立採算の原則 

 水道事業運営に要する経費は、地方公営企業法第 17 条の 2 第 2 項において

「当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならない」とされ

ています。 

 

（３）水道料金の設定について 

受益者負担である水道料金の設定に当たっては、 

「公正妥当であること」 

「能率的な経営の下における適正な原価を基礎とすること」 

「地方公営企業の健全な運営を確保することができること」 

「定率又は定額をもって明確に定められていること」 

「特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと」 

を踏まえて、検討する必要があります。 

 

（４）水道料金の算定方法 

 一般的に水道料金は、次のような手順で算定されています。なお、水道料金

の算定の際には、全国の事業団体が加盟している「公益社団法人 日本水道協

会」が発行している「水道料金算定要領（令和 7 年 2 月改定）」を参考として

います。 

 

表 1：水道料金の算定プロセス 

 

① 財政計画の策定 

・料金算定期間の決定（概ね３～５年程度） 

・財政収支の見積 

   ↓ 

② 料金水準の算定（総括原価の算定） 

・水道事業の運営に必要なすべての費用の算出 

   ↓ 

③ 料金体系の設定（個別原価の算定） 

・個々の利用者から徴収する料金水準の設定 
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① 財政計画の策定 

(ア) 料金算定期間の決定 

事業計画（経営計画）期間などを基に料金の算定期間を決定します。 

「水道料金算定要領」では、概ね３～５年程度とされています。 

 

(イ) 財政収支の見積 

収入や支出の見込の前提となる給水人口や配水量、企業債の発行方針など

の見込を基とし、計画を実施した場合の収入と支出の見込みを立てます。

（収入は現行の料金水体系に当てはめて計算します） 

 

② 料金水準の算定（総括原価の算定） 

     ①で立てた財政計画を基に、料金算定期間中の給水のために必要な総費用

（総括原価）を算出します。 

     総括原価 ＝ 営業費用（A）＋ 資本費用（B）－ 控除額（C） 

（A）営業費用・・・人件費、動力費、薬品費、修繕費、材料費、委託費、

減価償却費、資産減耗費、その他営業費用 

（B）資本費用・・・支払利息、資産維持費 

（C）控除額 ・・・給水収益以外のその他の収益 

 

③ 料金体系の設定（個別原価の算定） 

     ②で算出した料金水準を満たす料金体系を設定します。 

     料金体系（料金収入） ＝ 料金水準（総括原価） 

 

 

図 1：総括原価分解と基本料金・従量料金への配分イメージ 

 

【総括原価】              【総括原価】           【算定要領】 

費用の内訳          性質別の内訳            原価を配分 
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※資産維持費とは 

  資産維持費とは、事業の施設実体の維持等のために、施設の建設、改良、再

構築および企業債の償還等にも充当されるべき額であり、維持すべき資産に適

正な率を乗じて算定した額とする。 

 （考え方） 

  現在と同じ施設を同じ物価で作り直すのであれば、減価償却費による内部留

保で賄うことができます。しかし、現在は、施設の建設当時より材料や人件費

等の物価が上昇しており、同じ施設を作るとしても、減価償却費による内部留

保のみでは賄うことができません。さらに、施設を作り直す際には、前と同じ

施設ではなく、現在の新たな課題に対応した施設（耐震化や高度な処理能力な

ど）へのレベルアップが必要となり、さらに資金不足が見込まれます。このこ

とから、これからの不足額を補うために「資産維持費」が必要となります。 

 

図 2：資産維持費のイメージ 

 

1,000 万円で作った浄水場の更新の場合 

・建設当時費用               1,000 万円・・・（A） 

・同じ能力で現在の建替え費用        1,100 万円・・・（B） 

 （材料、人件費上昇含む） 

・建替えの際に必要なレベルアップ分費用     200 万円・・・（C） 

 （耐震化、高度浄水処理化など） 

 

不足額の算定（（A）の金額は全額減価償却費による内部留保があるとして計算） 

不足額 ＝ （A）－（（B＋C）） 

    ＝ 1,000 万円 －（1,100 万円 ＋ 200 万円） 

    ＝ ▲300 万円（資産維持費として必要となる額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設当時 

建替え時 

資産維持費 
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2. 水道料金における料金体系 

（１）料金体系の基本類型 

 定額料金または従量料金のいずれか１つだけで構成されるものを「一部料金

制」と呼び、定額料金と従量料金を組み合わせることにより成り立つものを「二

部料金制」と呼びます。 

 

図 3：水道料金体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 料金体系の種別 

 国内においては、ほとんどの自治体が定額料金と従量料金を組み合わせた二

部料金制を採用しています。この二部料金制において、一般的には定額料金部

分を基本料金、従量料金部分を水量料金と呼ばれています。料金体系は基本料

金において、用途別料金体系と口径別料金体系に大別され、両体系の中でさら

に水量料金において、単一従量料金制や逓増型（逓減型）従量料金制に分類さ

れます。 

 

・用途別料金体系 

  家庭用や事業用などといった各使用者の用途によって、料金格差を設

定するもの。 

・口径別料金体系 

  水道メーターの口径の大小を基準にして、料金格差を設定するもの。 

 

・単一従量料金制 

  使用水量の多少にかかわらず 1㎥当たりの料金が同一なもの。 

・逓増型従量料金制 

  使用水量が多くなるほど 1㎥当たりの料金が段階的に高くなるもの。 
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3. 基本水量と水量料金の割合 

（１）基本料金と水量料金の配分のしくみ 

 

 図 4：水道料金原価配分のしくみ 

 

       原価の構成          原価の配分   料金の設定 

 

 

基本料金・・・水道の使用量に関係なく賦課する定額料金 

   水量料金・・・水道の使用量に応じて賦課する従量料金 

 

 メーター検針・料金関連徴収費用、メーター関係費用などの需要家の存在により必

要となる費用を需要家費と呼び、この費用については、全額を基本料金へ配分してい

ます。 

 薬品費や動力費など、水を作った分に比例してかかる費用を変動費と呼び、この費

用については、全額を水量料金へ配分しています。 

 維持管理費や減価償却費、支払利息、資産維持費などの水の使用量に関わらず、施

設を維持していくため固定的にかかる費用を固定費と呼び、この費用については本来、

全額基本料金へ配分されるべきものですが、基本料金の高額化を避けるため、一部を

基本料金へ配分し、相当部分を水量料金に配分しています。 

 安定的な収入の確保を目指す場合、基本料金の配分割合を上げる必要があります。 
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4. 本市の水道料金 

（１） 現行の水道料金について 

現行の水道料金は口径別料金体系で基本水量と逓増型従量料金の二部料金制

を採用しており、平成 30 年 8 月に 34 年ぶりに改定しています。 

   ア 口径別料金体系 

     水道メーターの口径の大小を基準にして、料金を設定しています。 

   イ 基本水量（※） 

     基本料金に 2か月で 10 ㎥の基本水量を含みます。 

   ウ 逓増型従量料金 

     使用水量が増加するほど、適用される使用量の単価が高くなるように設定

しています。 

 

 

   表 2：現行の水道料金表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基本水量とは 

基本水量とは、基本料金を支払うことにより、水量料金を支払うことなく使用する

ことのできる水量のことですが、近年は、基本水量内の使用水量の使用が増え、基

本水量以上の使用者との負担感の公平性を確保する必要があることから、導入事業

体においては、基本水量の廃止または縮小を実施・検討している事業体が増えてい

ます。 

 

 

 

 

水道料金表（２か月毎） （税抜）

10 ｍ3まで 11 ｍ3~ 20 ｍ3 21 ｍ3~ 60 ｍ3 61 ｍ3以上

13
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150

70.0 174.0

27,040

44,200

91,000

8,840

14,820

3,200

4,940

2,400

205.0

口径
基本料金 従量料金
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 図 5：逓増型従量料金と基本水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水道使用料金の算出方法 

計算式 

 水道料金 ＝ 基本料金 + 従量料金 

   

（例 1）一般家庭（口径メーター13 ㎜）で 2か月に 40 ㎥使用した場合 

 

基本料金  10 ㎥まで       2,400 円 

従量料金  ① 70 円×10 ㎥ ＝   700 円 

      ②174 円×20 ㎥ ＝ 3,480 円 

水道料金  6,580 円×1.10 ＝  7,238 円（1か月当たり 3,619 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本料金   2,400 円 

従量料金① 

 70 円×10 ㎥＝ 700 円 

10 ㎥ 

10 ㎥ 

使用水量 40 ㎥ 

消費税 10％   658 円 

7,238 円 
従量料金② 

174 円×20 ㎥＝3,480 円 
20 ㎥ 
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（例 2）一般家庭（口径メーター20 ㎜）で 2か月に 70 ㎥使用した場合 

 

基本料金  10 ㎥まで       3,200 円 

従量料金  ① 70 円×10 ㎥ ＝   700 円 

      ②174 円×40 ㎥ ＝  6,960 円 

      ③205 円×10 ㎥ ＝ 2,050 円 

水道料金  12,910 円×1.10 ＝ 14,201 円（1か月当たり 7,100 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）茨城県内市町村（いわき市含む）水道料金の比較 

       口径 13 ㎜で 1か月 20 ㎥使用した場合の本市の水道料金は 3,619 円で（青色

の棒グラフ）、茨城県内 43 地区中 10 番目に安い水道料金となっています。黄

緑色の棒グラフは本市の近隣市町村、いわき市・高萩市・常陸太田市・日立市

の水道料金です。日立市と高萩市は本市より安く、いわき市は本市より高い料

金設定となっています。 

 

図 6：茨城県内市町村（いわき市含む）水道料金比較（1か月 20 ㎥使用した場合口径 13mm） 

 

  

基本料金   3,200 円 

従量料金① 

 70 円×10 ㎥＝  700 円 

従量料金② 

174 円×40 ㎥＝6,960 円 

消費税 10％  1,291 円 

12,910 円 

10 ㎥ 

10 ㎥ 

40 ㎥ 

使用水量 70 ㎥ 

従量料金③ 

205 円×10 ㎥＝2,050 円 

平均 4,100 円 

10 ㎥ 

資料 5_水道料金改定について（第 2 回審議会資料）（一部訂正） 
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５．水道料金制度における課題と見直しの方向性 

（１）基本水量 

  【課題】 

   使用しない水量分も含めて基本料金を支払う形となっている使用者の割合が

多く、節水の効果が料金に反映されないなど、一律に配賦している基本水量のあ

り方が課題となっています。 

  【見直しの方向性】 

   全国的に基本水量を付している事業体は減少傾向にあることから、本市におい

ても検討が必要です。 

 

  図 7：基本水量以下の調定件数割合（％）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本料金 

  【課題】 

   水道事業を行うための必要な固定的経費を回収する料金として位置づけてい

ますが、水道事業は固定費の割合が非常に高く、その金額を基本料金として回収

した場合、著しく高額となってしまいます。そのため、従量料金からも回収する

ことによって低廉化を図ってきました。しかし、水需要が減少傾向にある中、従

量料金も減少し続けることが見込まれることから、将来的には固定費の回収に支

障が生じることが予想されます。 

  【見直しの方向性】 

   水需要が減少傾向にある中で、水道事業経営を将来にわたって安定的に持続し

ていくためには、固定費の基本料金と従量料金への配分を見直し、基本料金への

配分割合を高める必要があります。現行の料金収入全体に占める基本料金の割合

は約 31.6％となっています。公益社団法人日本水道協会の「水道料金算定要領」

に基づき算定した基本料金の割合は、料金収入全体の約 37.9～46.2％程度である

ことから、そのレベルを目標に高めていく必要があります。 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

20㎥以下 10㎥以下 5㎥以下 基本水量以下

基本水量：H30.8までは20㎥、H30.8以降は10㎥
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（３）従量料金 

  【課題】 

   近年、水需要が減少傾向で推移し、水道施設の整備が「拡張」から「維持管理」

に転じている中で、拡張事業に伴う費用負担の多くを大口使用者に求める根拠が

少なくなりつつあります。また、使用水量が減少する割合以上に料金収入が減少

しており、逓増度の高い現行の料金体系は安定経営の面から課題となっています。 

  【見直しの方向性】 

   本来、水道水は 1 ㎥当たりの原価に差が生じるものではないため、1 ㎥当たり

単価は使用水量の多寡にかかわらず単一にすることが望ましいですが、小口使用

者の負担が増大することや、大口使用者に対して使用水量に応じた施設整備や維

持管理にかかる費用をご負担いただく観点から逓増制を維持しつつ、逓増度合を

縮小していく必要があります。 

 

 ※基本料金と水量料金の配分について 

固定費を基本料金ですべて回収するのが最も安定的な料金徴収方法で、基本料金

ベースと従量料金ベースの割合を費用面での固定費と変動費の割合とすると、水

需要の増減に収入が影響されない体系となります。しかし、支出の 9割以上を基本

料金で回収することになり、現行の料金制度から急激な変更は、利用者の許容度を

超えた影響が出ると考えられ、現行の料金制度から利用者への影響が小さい範囲

で変更していくことが重要です。 

 

 

 図 8：給水人口と収益 
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６．水道料金改定の比較について 

 

（１）水道料金改定率の算定方法 

 令和８年度から令和１２年度の５年間を算定期間とし、現行料金体系における

収入に対しての費用予測に基づき水道料金改定率を算定しました。 

 



12 

 

① 試算条件 

 

１　【費用】 収益的収支

　人件費

令和６年度決算額から再任用職員１名分を削減する。
また、近年の給与改定率や人事異動、正職員・再任用職員・会計年度職員の割
合等を考慮し、年１％の上昇として算定する。ただし、令和７年度から１０年
度にかけては、地域手当の加算が１％ずつ増加する見込みであることから、こ
の間については、２％の上昇として算定する。

　動力費
令和６年度決算額から「物価安定の目標」である消費者物価の前年比上昇率
２％として算定する。

　修繕費
令和６年度決算額から「物価安定の目標」である消費者物価の前年比上昇率
２％を基本とするが、水処理に影響の少ない設備については、予備的な修繕を
最小限に抑制することにより、年１％の上昇に留めることとして算定する。

　委託料

令和６年度決算額から「物価安定の目標」である消費者物価の前年比上昇率
２％を基本とするが、浄水場の運転管理等、長期契約している委託料や令和７
年５月時点で変更や追加が見込まれるシステム委託料や経営戦略改定委託料等
は、それを加味して算定する。

　薬品費
令和６年度決算額から「物価安定の目標」である消費者物価の前年比上昇率
２％として算定する。

　減価償却費
　資産減耗費

令和６年度以前に取得した資産に対する減価償却費に、令和７年度以降計画し
ている建設改良事業により取得が見込まれる資産に対する減価償却費を試算し
て加算する。また、資産減耗費として、令和７年度以降計画している建設改良
事業により除却が見込まれる資産に係る減耗費を加算する。

　支払利息
令和６年度以前の借入に対する利息に、令和７年度以降の企業債借入に対する
利息分を加算する。その際の利率は、借入期間が１０年以上の場合は、２％、
３０年以上の場合は、３％として試算する。

　その他営業費用
令和６年度決算額から「物価安定の目標」である消費者物価の前年比上昇率
２％を基本とするが、令和７年５月時点で変更が見込まれる情報機器の賃貸借
料等は、それを加味して算定する。

２　【収入】 収益的収支

　水道料金収入

令和６年度決算額から国立社会保障・人口問題研究所の試算に基づく人口減少
割合に応じて減少するものとして算定する。ただし、令和６年度における料金
収入の約３割は、基本料金であり、近年ほぼ横ばいのため、この部分は維持す
るものとして算定する。また、従量料金の基礎となる有収水量のうち、約３割
は企業によるものであるため、この部分についても維持するものとして算定す
る。（近年、企業による使用水量は、やや増加傾向ではあるが、景気動向によ
る影響を受けやすいため、現状維持に留める。）
※その結果、令和７年度から１２年度の年平均人口減少率 １．５２％に対し
て、有収水量減少率は、１．１８％、料金収入減少率は、０．８２％

　長期前受金戻入
令和６年度以前に取得した資産に対する長期前受金戻入に、令和７年度以降計
画している建設改良事業により取得が見込まれる資産に係る長期前受金戻入
（消火栓工事に係る工事負担金）を試算して加算する。

　その他収入
令和６年度決算額を基準とし、他会計補助等基準があるものは、基準に則り算
定する。

３ 【収入】資本的収支

　企業債

新たな建設改良費に対する借入予定額とする。ただし、企業債の借入割合は、
前回の審議会や経営戦略等で目標としている８割を基準（一般会計からの繰り
入れ等が見込まれる簡易水道事業等は１０割、少額のもの等は借り入れしない
などにより中長期的に調整する）とする。

　その他収入
消火栓設置費に対する一般会計からの負担金等、現状のルール分を見込むもの
とする。

４ 【費用】資本的収支

　企業債償還金
令和６年度以前の借入に対するものに新たな建設改良費分の借入に対する償還
分を加算する。

　建設改良費
事業計画（適切な維持点検等により長寿命化を図るとともに、支出の平準化
（概ね年5.5億円を基準とする）を図る）に基づき計上する。
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② 資産維持費（資産維持率）について 

（ア）前回改定時の資産維持率の算定方法 

  資産維持率＝自己資本構成比率×過去５年間の企業債利率の平均 

   0.617％＝ 59.3％  (H28)   × 1.04％  (H24～H28 の平均) 

  1.331％＝ 49.3％ （R6）  × 2.70％ （R8～R12 の平均見込み） 

  ※企業債利率については、大きく上昇してきているため、今後の見込みを採用 

   

（イ）考慮事項（償還残高・償還額・利息の推移） 

  令和 15 年度までは、償還額が上昇し、支出が増える一因となっているが、それ

以降は、減少する見込みとなっている。（現状の投資見込み：年間約 5.5 億円投資

し、うち 80％を企業債借入） 

 

 
 

 今後の物価上昇、利率の上昇を考えれば、資産維持率を上昇させ（標準の３％に近

づけ）経営の安定化を図る必要がある。しかし、令和 15 年度までは、企業債の償還

額（収益的収支では減価償却費）が大きく、資産維持率も大きく上げると大幅な料金

改定となること、令和 16 年度以降は、企業債償還額が減少する見込みであることを

考慮し、今改定においては、１％程度の資産維持率にとどめ、段階的に標準である３％

に近づける方法が妥当であると考えます。 
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 （２）水道料金改定表の比較 

  

基本料金 従量料金
基本料金
の割合

逓増度合
最大単価

現行との
乖離

バランス
備考

現行

φ 13：  2,400円
φ 20：  3,200円
φ 25：  4,940円
φ 30：  4,940円
φ 40： 11,492円
φ 50： 14,820円
φ 75： 27,040円
φ100： 44,200円

基本水量：10㎥
～20㎥：＠ 70円
～60㎥：＠174円
60㎥～：＠205円

33.1%
2.9倍
＠205

- 25.8％の料金不足を生じる

試算0

φ 13：  2,400円×1.1
φ 20：  3,200円×1.76
φ 25：  4,940円×1.73
φ 30：  4,940円×2.61
φ 40： 11,492円×2.63
φ 50： 14,820円×2.65
φ 75： 27,040円×3.18
φ100： 44,200円×3.45

基本水量：なし
～10㎥：＠155円【新規】
～20㎥：＠ 70円＋85円
～60㎥：＠174円－19円
60㎥～：＠205円－50円

37.8％
◎

1.0倍
＠155
◎

×

日本水道協会発行の水道料金算定要領による（現行
に料金体系に近くなるような試算方法

当面の基準となる基本料金割合とし、量水器単価、
理論流量比（地域補正）による割合で口径別の料金
を算定。
基本水量をなくし、従量料金単価を一律に。

試算1 一律に1.258倍
基本水量：10㎥
一律に1.258倍（+18円～
53円）

33.1％
○

2.9倍
＠258
×

○
現行料金体系を維持しつつ、基本料金、従量料金単
価とも一律に1.258倍

試算2

φ 13：  2,400円×1.1
φ 20：  3,200円×1.3
φ 25：  4,940円×1.3
φ 30：  4,940円×1.35
φ 40： 11,492円×1.4
φ 50： 14,820円×1.4
φ 75： 27,040円×1.5
φ100： 44,200円×1.5

基本水量：なし
～10㎥：＠ 72円【新規】
～20㎥：＠ 70円＋30円
～60㎥：＠174円＋30円
60㎥～：＠205円＋30円

31.3％
○

3.3倍
＠235
○

△
基本料金を1.1～1.5倍とし、基本料金割合を維持。
基本水量をなくし、従量料金単価は最大値を抑制す
るために一律に加算。
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（３）一般家庭への影響の比較（口径 13ｍｍで 2か月使用したとして試算）  

 

  
 

（４）その他事業所への影響の比較 

（大口利用者上位 100 事業所（給水毎）別の平均使用水量を２か月使用したとして試算） 

 

（税別、単位[円]）

世帯 水量 使用料 現行 試算① 試算② 試算③ 試算④ 試算⑤

使用料 2,820 3,548 3,960 3,120 3,384 3,560

改定額 - 728 1,140 300 564 740

使用料 4,840 6,090 6,400 5,940 5,940 6,110

改定額 - 1,250 1,560 1,100 1,100 1,270

使用料 6,580 8,280 8,440 8,280 8,080 8,300

改定額 - 1,700 1,860 1,700 1,500 1,720

使用料 7,624 9,594 9,664 9,684 9,364 9,614

改定額 - 1,970 2,040 2,060 1,740 1,990

使用料 9,364 11,784 11,704 12,024 11,504 11,804

改定額 - 2,420 2,340 2,660 2,140 2,440

使用料 11,700 14,724 14,400 15,160 14,400 14,720

改定額 - 3,024 2,700 3,460 2,700 3,020
68㎥

単身世帯

２人世帯

３人世帯

４人世帯

16㎥

30㎥

40㎥

46㎥

56㎥５人世帯

６人世帯

【参考】世帯人員別の2か月当たりの平均使用水量

世帯人数 単身世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人以上世帯

使用水量 16.2㎥/月 29.8㎥/月 39.8㎥/月 46.2㎥/月 55.6㎥/月 68.2㎥/月

データ出典：東京都水道局 令和2年度生活用水実態調査

（税別、単位[円]）

事務所 水量 使用料 現行 試算① 試算② 試算③ 試算④ 試算⑤

工場 使用料 2,823,870 3,553,916 3,253,850 3,786,570 3,654,830 3,587,680

φ１００ 改定額 - 730,046 429,980 962,700 830,960 763,810

工場 使用料 1,413,530 1,778,968 1,631,050 1,895,370 1,828,150 1,793,560

φ７５ 改定額 - 365,438 217,520 481,840 414,620 380,030

店舗 使用料 581,025 731,230 676,715 778,595 751,985 737,700

φ７５ 改定額 - 150,205 95,690 197,570 170,960 156,675

福祉･病院 使用料 461,180 580,400 533,520 617,600 593,040 582,780

φ５０ 改定額 - 119,220 72,340 156,420 131,860 121,600

食品加工 使用料 368,315 463,526 427,065 493,025 472,995 465,000

φ５０ 改定額 - 95,211 58,750 124,710 104,680 96,685

店舗 使用料 278,320 350,264 323,900 372,300 356,660 350,860

φ５０ 改定額 - 71,944 45,580 93,980 78,340 72,540

工場 使用料 233,425 293,762 272,435 312,075 298,625 293,920

φ５０ 改定額 - 60,337 39,010 78,650 65,200 60,495

福祉･病院 使用料 374,430 471,228 432,570 501,330 480,230 471,360

φ４０ 改定額 - 96,798 58,140 126,900 105,800 96,930

店舗 使用料 144,825 182,270 167,875 193,875 182,545 180,975

φ２５ 改定額 - 37,445 23,050 49,050 37,720 36,150
705㎥

1,308㎥

1,089㎥

1,806㎥

13,582㎥

6,786㎥

2,725㎥

2,200㎥

1,747㎥


